
以下は、「平和民主革新の日本をめざす北海道の会（北海道革新懇）」からの取

材でお話しした内容です。「北海道革新懇ニュース」2012 年 4 月号に「革新懇

インタビュー」として掲載。 
 

 なくそう！官製ワーキングプア 

 ――自治体の公契約条例は貧困克服の力になる 

北海学園大学准教授 川 村 雅 則 
 
 ２００９年千葉県野田市で始まった公契約条例が、川崎市、相模原市、多摩

市と首都圏に広がっています。近い将来の制定に向けて動き出している自治体

もあり、今後全国の自治体に広がる様相です。過労死問題から非正規労働者の

貧困問題を研究している川村雅則さんに、札幌市の公契約条例案をめぐってお

聞きしました。 

 
■反貧困の宣言が公契約条例 

 

川村 公共事業をはじめ、自治体は多くの仕事を民間事業者に発注しています。

しかし、これまで基本的には仕事を発注した後のことには関与してきませんで

した。しかも、「最小の経費で最大の効果」を追求するあまり、より安い価格で

仕事を発注してきました。結果として、そこで働く人達の賃金・労働条件は著

しく低下することになったのです。 

それに対して、価格一辺倒の入札では問題である、もっと価格以外の要素を

組み込んだ入札が必要だという機運が高まっています。「価格入札」から「政策

入札」へという流れです。公契約条例は、そうした大きな流れのなかに位置づ

けることが可能です。 

見方を変えれば、自分たちが発注する仕事でワーキングプアをつくらない、

と自治体が反貧困宣言をしたものととらえることができます。 

 

■官製ワーキングプアの実態は―― 

 



川村 では、公契約条例の出発点でもある官製ワーキングプアと呼ばれる人達

の実態はどうでしょうか。例えば、北海道には、冬になると失業を余儀なくさ

れる季節労働者が建設業を中心に数多く働いています。建設不況のもとで、彼

ら季節労働者の賃金は年収 200 万円未満が 6割という状況です。 

あるいは私たちの暮らしの身近なところでいえば、家庭ごみの収集労働者は、

市直営よりも委託が多いのですが、彼らは正規雇用でも年収 300 万円台、非正

規では 200 万円台です。コミュニティセンター、スポーツ施設、福祉施設など

公の施設も、いまは多く（札幌市は 418 施設）が指定管理者制度のもとで運営

されています。施設は市のものですが、職員は市の職員ではありません。彼ら

のうち正規雇用は 3 割、残りは非正規雇用で、フルタイムで働きながらも年収

は 200 万円台です。 

 

■公契約条例で地域はどう変わる 

 

川村 こうした状況から抜け出す重要な手段として、公契約条例に期待が集ま

りました。労働組合や弁護士そして研究者・機関等で構成される「札幌市公契

約条例の制定を求める会」が結成され、私もそこに参加し、3月には 300 人集会

も実現しました。 

しかしながら、条例制定よりもまずは入札制度の改善を／労働者間で賃金格

差が生じるのではないか／説明が不十分で拙速であるなど、業界団体の批判が

強く、今回の議会では継続審議扱いとなってしまいました。 

残念ではありますが、落胆はしていません。誰もが不幸になるどん底に向か

った競争状況をなんとかしなければならないという点では、業界団体も含め、

考えは一致していると思うからです。 

また公契約条例は、賃金規制を通じた労働者の生活保障が直接の目標ですが、

実際には、価格競争に巻き込まれて疲弊していた事業者にとっても、適正な価

格での発注や公正な競争を保障し、さらには地域経済の循環や自治体財政の改

善などの政策効果が期待されるものだからです。 

政権交代に期待した国民の願いにこたえるどころかおかしな方向に向かいつ

つある国政に対して、公契約条例はまさに自分たちの足下から反貧困を実現し

ていく重要な運動です。次なる議会に向けて大きな運動をつくっていきたいと

思います。 
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